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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

 

回次
第42期

第１四半期
累計期間

第43期
第１四半期
累計期間

第42期

会計期間

自 平成25年
    １月１日
至 平成25年
    ３月31日

自 平成26年
    １月１日
至 平成26年
    ３月31日

自 平成25年
    １月１日
至 平成25年
    12月31日

売上高 (千円) 7,807,412 8,011,784 31,764,621

経常利益 (千円) 163,824 158,965 565,597

四半期(当期)純利益 (千円) 94,427 87,479 312,273

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 2,297,430 2,297,430 2,297,430

発行済株式総数
(内、普通株式)
(内、Ａ種優先株式)

(千株)
 
 

10,080 9,890 9,890
(8,680) (8,680) (8,680)
(1,400) (1,210) (1,210)

純資産額 (千円) 6,805,539 6,892,220 6,895,149

総資産額 (千円) 89,425,096 98,679,557 97,025,879

１株当たり四半期(当
期)純利益金額

(円) 12.78 11.84 37.36

潜在株式調整後１株当
たり四半期(当期)純利
益金額

(円) 5.08 6.32 17.20

１株当たり配当額
 
 
 

(円)
 
 
 

普通株式
―

普通株式
―

普通株式
5.50

Ａ種優先株式
―

Ａ種優先株式
―

Ａ種優先株式
30.00

自己資本比率 (％) 7.6 7.0 7.1
 

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用すべき重要な関連会社が存在しないため記載し

ておりません。

３　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要

な変更はありません。

 また、重要な関係会社の異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 
(1)業績の状況

①経営成績に関する分析

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行による金融緩和政策の効果により企業

収益改善や設備投資の持ち直し等が見られ、緩やかな回復傾向にありますが、消費税増税による個人消費への影響

や海外景気の下振れによる国内景気への影響が懸念される等、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の中、当社は、営業部門におきましては、環境事業営業部の新設、札幌圏車両・建機営業部の北

海道営業部への統合、営業支援グループの改編等、組織体制を一部変更し、積極的に営業活動を展開してまいりま

した。その結果、当第１四半期累計期間における新規受注高は10,841百万円（前年同四半期比66.3%増）となりま

した。

損益面では、当第１四半期累計期間の売上高は8,012百万円（同2.6％増）、営業利益は163百万円（同4.4％

増）、経常利益は159百万円（同3.0％減）、四半期純利益は87百万円（同7.4％減）となりました。

 

②セグメントの業績

当第１四半期累計期間におけるセグメントの業績は次のとおりであります。なお、各セグメントにおける売上高

については「外部顧客に対する売上高」の金額、セグメント利益については報告セグメントの金額を記載しており

ます。

 
［リース・割賦・営業貸付］

リース・割賦・営業貸付の新規受注高は10,357百万円（前年同四半期比63.7％増）、営業資産残高は67,955百万

円（前期末比4.4％増）となりました。また、売上高は7,265百万円（前年同四半期比3.1％増）、セグメント利益

は65百万円（同17.7％減）となりました。

 
［不動産賃貸］

不動産賃貸の新規受注高は449百万円、営業資産残高は13,289百万円（前期末比0.5％減）となりました。また、

売上高は715百万円（前年同四半期比0.1％減）、セグメント利益は205百万円（同12.6％増）となりました。

[注]　不動産賃貸の新規受注高は前年同四半期の実績がありませんでしたので、前年同四半期比の記載をしてお

りません。

 

［その他］

その他の新規受注高は35百万円（前年同四半期比81.8％減）、営業資産残高は1,144百万円（前期末比0.6％増）

となりました。また、売上高は32百万円（前年同四半期比31.2％減）、セグメント利益は8百万円（同48.1％増）

となりました。
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③ 財政状態に関する分析

当第１四半期会計期間末の総資産は、前期末比1,654百万円増加し98,680百万円となりました。これは主にリー

ス投資資産の増加によるものです。

負債合計は、前期末比1,657百万円増加し91,787百万円となりました。これは主に買掛金の増加によるもので

す。

純資産合計は、前期末比3百万円減少し6,892百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金の減少

によるものです。

 

(2) 事実上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありませ

ん。

 

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 27,000,000

Ａ種優先株式 3,000,000

計 30,000,000
 

(注)　「普通株式または優先株式につき消却があった場合でも、これに相当する株式数は減じない。」旨を定款に定

めております。

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年５月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,679,800 8,679,800 札幌証券取引所
(注１)
単元株式数　1,000株

Ａ種優先株式
(行使価額修正条項
付新株予約権付社債
券等)

1,210,000 1,210,000 ―
(注２，３，４，５，６)
単元株式数　1,000株

計 9,889,800 9,889,800 ― ―
 

(注) １　権利内容に何ら限定のない当会社における標準となる株式であります。

２　Ａ種優先株式の行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としての特質は次のとおりであります。

(１) 普通株式の株価の下落により、Ａ種優先株式の取得価額が下方に修正された場合に、同優先株式の取得

請求権の行使により交付される普通株式の数が修正前と比べて増加する定めがあります。

(２) 取得価額の修正の基準及び頻度

① 修正の基準

転換請求期間の初日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の札幌証券取引所における当会社の普通株式

の普通取引の毎日の終値(気配値表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)

② 修正の頻度

１年に２回(平成26年１月21日から平成28年１月20日までのうち、毎年２月１日及び８月１日)

(３) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

① 取得価額の下限

131円42銭

② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

9,207,122株（平成26年４月30日現在におけるＡ種優先株式の発行済株式総数に基づき算定）

(４) 当社の決定によるＡ種優先株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

当社は、平成21年１月21日から平成28年１月20日までのうち、毎年６月１日から６月30日の期間内または

12月１日から12月31日の期間内において、法令の範囲内で、Ａ種優先株式の全部または一部を金銭を対価

として取得することができます。
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３　Ａ種優先株式の内容は、次のとおりであります。

(１) 優先配当金

①　当会社は、剰余金の配当を行うときは、Ａ種優先株式を有する株主(以下「Ａ種優先株主」という。)ま

たはＡ種優先株式の登録株式質権者(以下「Ａ種優先登録質権者」という。)に対し、普通株式を有する

株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録質権者」という。)

に先立ち、Ａ種優先株式１株につき30円を当該事業年度における上限として、発行に際して取締役会で

定める額の剰余金(以下「Ａ種優先配当金」という。)を配当する。

②　ある事業年度においてＡ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＡ種

優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

③　ある事業年度においてＡ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰

余金の配当は行わない。

(２) 残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、普通株主または普通登録質権者に先立ち、Ａ種優先株主またはＡ種

優先登録質権者に対し、Ａ種優先株式１株につき1,000円を支払う。

前記のほか、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対しては残余財産の分配は行なわない。

(３) 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

Ａ種優先株主は、平成21年１月21日から平成28年１月20日までのうち、毎年５月１日から５月31日(当該日

が営業日でない場合には翌営業日)までの期間(以下「期末償還請求期間」という。)または11月１日から11

月30日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)までの期間(以下「中間償還請求期間」といい、期末償還

請求期間と中間償還請求期間を「償還請求期間」と総称する。)において、法令の範囲内で、Ａ種優先株式

の全部または一部につき、金銭を対価とする取得請求(以下「償還請求」という。)をすることができる。

当会社は、それぞれ、期末償還請求期間または中間償還請求期間満了の日から１ヶ月以内に、法令の定め

に従い、株式の取得および対価である金銭の交付(以下「償還」という。)の手続を行うものとする。但

し、各償還請求期間において法令の定める限度額を超えてその発行しているＡ種優先株式の株主からの償

還請求があった場合、各Ａ種優先株主が償還請求を行った株式数によるあん分比例の方式により決定し(但

し、各Ａ種優先株主毎にあん分比例の方式による計算の結果生ずることとなる１株未満の端数について

は、切捨てた数とする。)、あん分比例の方式により決定できない残余分についてはそれぞれ期末償還請求

期間または中間償還請求期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。また、取得の対

価として当会社がＡ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に交付する金銭の額は、１株につき1,000円とす

る。

(４) 金銭を対価とする取得条項(強制償還)

当会社は、平成21年１月21日から平成28年１月20日までのうち、毎年６月１日から６月30日(当該日が営業

日でない場合には翌営業日)の期間(以下「期末強制償還期間」という。)内または12月１日から12月31日

(当該日が営業日でない場合には翌営業日)の期間(以下「中間強制償還期間」といい、期末強制償還期間と

中間強制償還期間を「強制償還期間」と総称する。)内において、法令の範囲内で、Ａ種優先株式の全部ま

たは一部を、金銭を対価として取得(以下「強制償還」という。)することができる。なお、一部のＡ種優

先株式についてのみ強制償還をするときは各Ａ種優先株主が有するＡ種優先株式の株式数によるあん分比

例の方式により決定し(但し、各Ａ種優先株主毎にあん分比例の方式による計算の結果生ずることとなる１

株未満の端数については、切捨てた数とする。)、あん分比例の方式により決定できない残余分については

それぞれ期末強制償還期間または中間強制償還期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定

する。取得の対価として当会社がＡ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に交付する金銭の額は１株につ

き1,000円とする。

(５) 議決権

Ａ種優先株主は、当会社株主総会における議決権を有しない。

(６) 株式の併合又は分割、募集割当てを受ける権利等

①　当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わな

い。

②　当会社は、Ａ種優先株主に対し、募集割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

(７) 普通株式を対価とする取得請求権(転換予約権)

Ａ種優先株主は、以下に定める転換(以下において定義される。)を請求し得べき期間中、以下に定める転

換の条件で、当会社に対し、当会社の普通株式を対価として、その有するＡ種優先株式の取得(以下「転

換」という。)を請求することができる(以下、普通株式を対価とする取得請求権を「転換予約権」とい

う。)。

①　転換を請求し得べき期間

平成26年１月21日から平成28年１月20日までのうち、毎年２月１日から４月30日(当該日が営業日でない

場合には翌営業日)まで及び８月１日から10月31日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)まで(それ

ぞれ、以下「転換請求期間」という。)
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②　転換の条件

Ａ種優先株式は、下記の転換の条件で当会社の普通株式への転換を請求することができる。

イ．当初転換価額

最初の転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)における時価とする。なお、上

記「時価」とは、当該転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に先立つ45取引

日目に始まる30取引日の証券会員制法人札幌証券取引所(以下「札幌証券取引所」という。)における

当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)と

し、その計算は円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。

ロ．転換価額の修正

転換価額は、最初の転換請求期間経過後の各転換請求期間において、Ａ種優先株式の全部または一部

について転換請求がなされる場合には、当該転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営

業日)における時価に修正されるものとし、転換価額は当該転換請求期間の初日(当該日が営業日でな

い場合には翌営業日)以降次回の転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)の前日

までの間、当該修正後の価額に修正される。但し、算出された価額が当初転換価額の70％相当額(以下

「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、算出され

た価額が当初転換価額の130％相当額(以下「上限転換価額」という。)を上回るときは、修正後の転換

価額は上限転換価額とする。転換価額が転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業

日)の前日までに、下記ハ．により調整された場合には、下限転換価額および上限転換価額についても

同様の調整を行うものとする。

上記「時価」とは、当該転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に先立つ45取

引日目に始まる30取引日の札幌証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表

示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第３位まで算出し、そ

の小数第３位を切り上げる。但し、当会社の普通株式が転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場

合には翌営業日)に先立って札幌証券取引所において上場廃止された場合には、当会社の普通株式の上

場廃止の日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の札幌証券取引所における当会社の普通株式の普通

取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とし、その計算は円位未満小

数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。

ハ．転換価額の調整

Ａ．Ａ種優先株式の発行後、次のａないしｃのいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算

式(以下「転換価額調整式」という。)により調整する。
 

    既発行

普通株式数
＋

新規発行普通株式数×１株当たり払込金額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
１株当たり時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数
 

 

ａ．転換価額調整式に使用する１株当たり時価を下回る払込金額または処分価額をもって、普通株式を

発行または当会社が有する普通株式(以下「自己株式」という。)を処分する場合(但し、株式分

割、転換予約権付株式の転換または新株予約権の行使による場合を除く。)、調整後の転換価額

は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適

用する。なお、自己株式の処分の場合には、転換価額調整式における「新規発行普通株式数」は

「処分自己株式数」、「１株当たり払込金額」は「１株当たり処分価額」とそれぞれ読替える。

ｂ．株式分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日があ

る場合はその翌日以降、株式分割のための株主割当日がない場合は、当会社の取締役会において株

式分割の効力発生日と定めた日の翌日以降、これを適用する。

ｃ．転換価額調整式に使用する１株当たり時価を下回る価額をもって普通株式の新株予約権または普通

株式への転換予約権を行使できる有価証券を発行または処分する場合、調整後の転換価額は、当該

新株予約権または転換予約権を行使できる有価証券の発行日もしくは処分の日に、または募集のた

めの株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行または処分された新株予約権または有価証券

上の転換予約権が全額行使されたものとみなし、その発行日もしくは処分の日の翌日以降またはそ

の割当日の翌日以降これを適用する。

Ｂ．上記Ａ．ａないしｃに掲げる場合のほか、合併または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要

とする場合には、当会社の取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。

Ｃ．転換価額調整式に使用する１株当たり時価は、調整後転換価額を適用する日(当該日が営業日でない

場合には翌営業日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の札幌証券取引所における当会社の普通株

式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は

円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。
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Ｄ．転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する日(当該日が営業日でない

場合には翌営業日)の前日において有効な転換価額とする。また、転換価額調整式で使用する既発行

普通株式数は、株主割当日がある場合はその日(但し、株式分割を行うための当会社の取締役会にお

いて株主割当日以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場合は、その日)、また、株主割当日がな

い場合は調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数(当該新規

発行分は含まれない。)とする。

Ｅ．転換価額調整式の計算については、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。

Ｆ．転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまると

きは、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価

額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額

を差引いた額を使用する。

ニ．転換により発行すべき普通株式数

Ａ種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。
 

転換により発行

すべき普通株式数
＝

Ａ種優先株主が転換のために

提出したＡ種優先株式の払込金額総額
÷ 転換価額

 

 

発行株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、当該端数につき金銭に

よる精算は行わない。

(８) 普通株式を対価とする取得条項(強制転換)

当会社は、平成28年１月20日までに償還(本項において、償還請求に基づく償還および強制償還に基づく償

還を含む。)されずかつ普通株式に転換されなかったＡ種優先株式を、その翌日(以下「Ａ種優先株式強制転

換基準日」という。)以降に開催される取締役会で定める日をもって、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を

Ａ種優先株式強制転換基準日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に先立つ45取引日目に始まる30取引

日の札幌証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値

のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式を対価として、取得する(本項において、「強制転換」

という。)。平均値の計算は、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。但し、当該

平均値が下限転換価額を下回るときは、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を下限転換価額で除して得られる

数の普通株式を対価として交付する。また、当該平均値が上限転換価額を上回るときは、Ａ種優先株式１株

の払込金相当額を上限転換価額で除して得られる数の普通株式を対価として交付する。なお、転換価額がＡ

種優先株式強制転換基準日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)までに前項に定める転換価額の調整に

より調整された場合には、下限転換価額および上限転換価額についても同様の調整を行うものとする。上記

の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、当該端数につき金銭

による精算は行わない。

(９) 種類株主総会の決議

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。

４　Ａ種優先株主が株主総会において議決権を有しない理由

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

５　権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

６　当会社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年１月１日～
平成26年３月31日

― 9,889,800 ― 2,297,430 ― 2,137,430
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
Ａ種優先株式

1,210,000
―

「１　株式等の状況」「(1) 株式の
総数等」「②　発行済株式」の「内
容」欄の記載参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

1,292,000
928 (注１、２)

完全議決権株式(その他)
普通株式

7,301,000
7,301 (注１)

単元未満株式
普通株式

86,800
― (注１、３)

発行済株式総数 9,889,800 ― ―

総株主の議決権 ― 8,229 ―
 

(注) １　権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２　当社所有の自己株式が364,000株、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が所有する当社株式が

928,000株含まれております。

３　当社所有の自己株式が819株、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成26年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)      

中道リース株式会社
北海道札幌市中央区北１
条東３丁目３番地

364,000 928,000 1,292,000 13.06

計 ― 364,000 928,000 1,292,000 13.06
 

(注)　他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制度
の信託財産として拠出

資産管理サービス信託銀行株
式会社（信託Ｅ口）

東京都中央区晴海１丁目８
-12
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２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成26年１月１日から平成26年

３月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成26年１月１日から平成26年３月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、瑞輝監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

  資産基準        0.2％

  売上高基準      1.9％

  利益基準        0.8％

  利益剰余金基準  0.0％

  ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成25年12月31日)
当第１四半期会計期間
(平成26年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 10,966,503 9,210,032

  受取手形 ※  18,935 25,987

  割賦債権 ※  21,751,737 22,475,182

  リース債権及びリース投資資産 ※  42,769,047 44,879,975

  営業貸付金 1,347,654 1,502,213

  その他の営業貸付債権 1,015,529 1,052,977

  賃貸料等未収入金 1,759,113 1,833,570

  その他の流動資産 555,685 772,674

  貸倒引当金 △156,917 △156,879

  流動資産合計 80,027,286 81,595,731

 固定資産   

  有形固定資産   

   賃貸資産 13,756,132 13,680,853

   社用資産 92,495 92,253

   有形固定資産合計 13,848,627 13,773,106

  無形固定資産 114,811 118,330

  投資その他の資産   

   その他の投資 2,994,020 3,163,219

   貸倒引当金 △67,262 △90,290

   投資その他の資産合計 2,926,758 3,072,929

  固定資産合計 16,890,195 16,964,365

 繰延資産 108,398 119,461

 資産合計 97,025,879 98,679,557

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 ※  1,651,737 919,590

  買掛金 2,669,066 5,538,771

  短期借入金 4,628,900 3,053,000

  1年内返済予定の長期借入金 21,555,671 21,529,998

  1年内償還予定の社債 1,190,000 1,390,000

  
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債
務

247,000 182,000

  未払法人税等 120,079 135,104

  割賦未実現利益 1,124,543 1,213,537

  役員賞与引当金 22,000 -

  賞与引当金 47,117 55,588

  その他の流動負債 995,192 1,181,348

  流動負債合計 34,251,306 35,198,936
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成25年12月31日)
当第１四半期会計期間
(平成26年３月31日)

 固定負債   

  社債 5,624,000 6,179,000

  長期借入金 40,634,940 39,957,525

  債権流動化に伴う長期支払債務 2,070,554 2,880,987

  退職給付引当金 34,477 28,225

  受取保証金 5,937,436 5,873,071

  資産除去債務 408,066 409,830

  その他の固定負債 1,169,951 1,259,763

  固定負債合計 55,879,424 56,588,402

 負債合計 90,130,730 91,787,338

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,297,430 2,297,430

  資本剰余金 2,137,430 2,137,430

  利益剰余金 2,420,812 2,431,362

  自己株式 △219,315 △219,355

  株主資本合計 6,636,357 6,646,867

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 258,792 245,353

  評価・換算差額等合計 258,792 245,353

 純資産合計 6,895,149 6,892,220

負債純資産合計 97,025,879 98,679,557
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 7,807,412 8,011,784

売上原価 7,212,176 7,379,454

売上総利益 595,236 632,330

販売費及び一般管理費 439,147 469,375

営業利益 156,088 162,956

営業外収益   

 受取利息 72 69

 受取配当金 1,880 2,080

 匿名組合投資利益 2,999 -

 償却債権取立益 9,774 128

 その他の営業外収益 71 330

 営業外収益合計 14,797 2,607

営業外費用   

 支払利息 4,913 4,451

 支払手数料 2,127 2,127

 その他の営業外費用 20 20

 営業外費用合計 7,061 6,598

経常利益 163,824 158,965

税引前四半期純利益 163,824 158,965

法人税、住民税及び事業税 115,161 129,996

法人税等調整額 △45,764 △58,511

法人税等合計 69,397 71,485

四半期純利益 94,427 87,479
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(四半期貸借対照表関係)

※四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が、事業年度末残高に含まれてお

ります。

 (1)受取手形

　
前事業年度

（平成25年12月31日）
当第１四半期会計期間
（平成26年３月31日）

(貸借対照表上の科目)

受取手形

割賦債権

リース投資資産

 
517千円

132,247千円

48,820千円

 
―

―

―

受取手形計 181,583千円 ―
 

 

 (2)支払手形

　
前事業年度

（平成25年12月31日）
当第１四半期会計期間
（平成26年３月31日）

(貸借対照表上の科目)

支払手形

 
186,638千円

 
―

 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に

係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

　
前第１四半期累計期間

（自　平成25年１月１日
 至　平成25年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成26年１月１日
 至　平成26年３月31日）

減価償却費 215,796千円 204,510千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年３月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年３月26日
定時株主総会

普通株式 36,936 5.00 平成24年12月31日 平成25年３月27日 利益剰余金

平成25年３月26日
定時株主総会

Ａ種
優先株式

42,000 30.00 平成24年12月31日 平成25年３月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

当第１四半期累計期間(自 平成26年１月１日 至 平成26年３月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年３月25日
定時株主総会

普通株式 40,629 5.50 平成25年12月31日 平成26年３月26日 利益剰余金

平成26年３月25日
定時株主総会

Ａ種
優先株式

36,300 30.00 平成25年12月31日 平成26年３月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)

合計
リース・割賦・

営業貸付
不動産賃貸 計

売上高      

  外部顧客への売上高 7,045,548 715,427 7,760,975 46,437 7,807,412

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 7,045,548 715,427 7,760,975 46,437 7,807,412

セグメント利益 79,039 181,836 260,875 5,577 266,452
 

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メディカルサポート事業等を含んで

おります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 260,875

「その他」の区分の利益 5,577

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △110,363

四半期損益計算書の営業利益 156,088
 

(注)  全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 平成26年１月１日 至 平成26年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)

合計
リース・割賦・

営業貸付
不動産賃貸 計

売上高      

  外部顧客への売上高 7,264,861 714,957 7,979,818 31,967 8,011,784

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 7,264,861 714,957 7,979,818 31,967 8,011,784

セグメント利益 65,041 204,831 269,872 8,262 278,134
 

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メディカルサポート事業等を含んで

おります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 269,872

「その他」の区分の利益 8,262

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △115,179

四半期損益計算書の営業利益 162,956
 

(注)  全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間
(自　平成25年１月１日
 至　平成25年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成26年１月１日
 至　平成26年３月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 12.78円 11.84円

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 94,427 87,479

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額 (千円) 94,427 87,479

普通株式の期中平均株式数(株) 7,386,866 7,387,081

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 5.08円 6.32円

(算定上の基礎)   

四半期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 11,214,354 6,445,426

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半
期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前会計年度
末から重要な変動があったものの概要

― ―
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(重要な後発事象)

 

(自己株式の処分)

当社は、平成26年５月８日開催の取締役会において、 芙蓉総合リース株式会社との資本業務提携に伴う第三者

割当による自己株式の処分について決議いたしました。

 

自己株式の処分の概要

① 処分期日　　　　　　平成26年５月26日

② 処分株式数　　　　　当社普通株式70,000株

③ 処分価額　　　　　　１株につき197円

④ 処分価額の総額　　　13,790,000円

⑤ 処分方法　　　　　　第三者割当による処分

⑥ 処分先　　　　　　　芙蓉総合リース株式会社

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年５月14日

中道リース株式会社

取締役会  御中

瑞輝監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   大   浦   崇   志   印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   瀬 戸 口   明   慶   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中道リース株式

会社の平成26年１月１日から平成26年12月31日までの第43期事業年度の第１四半期会計期間（平成26年１月１日から平

成26年３月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成26年１月１日から平成26年３月31日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、中道リース株式会社の平成26年３月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

(注) １ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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